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死によって誰が害を被るのか

一一剥奪説を批判する一一

吉沢 文武

序

あなたには大切なひとがし、るとしよう。 そのひとは家族や恋人や友人のよう

なひとかもしれない。 そのひとが死ぬ。 あなたは死んでしまったそのひとをか

わいそうだと思う。そのひとは死によって害を被っている、とあなたは考える。

若くして死んでしまった場合はなおさらである。 やりたいことがまだたくさん

あっただろうに。 いやしかし、 いったい誰が不幸なのだろうか。 いったい誰が

死の害を被っているのだろうか。 そのひとは死んでいて、 既に存在しない…。

このような死の害についてのパラドキシカルな問題は、 哲学における伝統的

な問題である。 多くの哲学者は死の害についての議論の起源をエピクロスに帰

するだろう。 死は死ぬひとにとって悪いものであるという多くのひとの持つ直

観をエピクロスは否定する。 またルクレティウスは死後の非存在と生前の非存

在が対称的であるという立場を採り、 生前の非存在の害を恐れないのだから死

を恐れる必要はないという主張を行っている l。 アリストテレスは『ニコマコ

ス倫理学』において死者の幸福に対する死後の出来事の影響を論じている 2。

ちなみにプラトンの『パイドン』においては、 死は肉体の死であり魂は不滅で

あるということが論じられており、 この枠組みでは死の害に関するパラドキシ

カルな問題は生じない。

こういった問題は現代においても議論されている。 現代における死の害につ

いての議論はさまざまな角度からなされているが、 その中でもトマス ・ ネ ー ゲ

ルによって提出された死の害についての剥奪説が有力な説として多くの論者の

関心を引いている。 本稿では主にその剥奪説の検討を行う。
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てはうまくいかないということを示し、 （2.2）死後の害としてではなく、 生前に

帰属させられる害としての解釈がありうるということを手短に示し、（2.3）剥奪

による害を人生全体の害として時間の問題を回避しようとする立場を批判す

る。

2.1 死後の害としての剥奪説批判

死者が死の害を被っているとすればそれは痛みや不快感や損傷など、 害を被

る主体の心的・物理的な内在的変化を伴うような害ではありえない。 われわれ

が死ねば少なくとも意識も身体もなし、からである。 あらゆる害とは痛みのよう

な状態である、 と考えると死の害を認める余地はないように思われる。 しかし

一方で害には内在的な変化を本質としないような害として広く認められている

害がある。 そういった害としてネーゲ
、

ルは、 欺き、 軽蔑、 裏切り、 破られた約

束といった例を挙げている。 これらは本人が気づくことなくなされうるし、 死

ぬまで気づかないことももちろんある。 本人のいないところでなされているよ

うな欺きによって、 欺かれている本人が気づいていなくとも、 彼が欺かれてい

ると考えることは自然であり、 これらを被ることが彼自身の害であることは広

く認められているだろう。 このような害は「まったく関係的でしかありえない

害J 8 であり、 剥奪による死の害はこういった種類の害である、 とネーゲ
、

ルは主

張する。

ここで言う関係的な害とは、 害を被る主体の心的・物理的な内在的変化を本

質的には伴わない害のことであり、 離れた場所や過去や未来のひとや物や出来

事などの空間的、 時間的に隔たった外部のものとの関係によって規定される害

である 9。 関係的な害において、 害を及ぼされる主体とその当の害を規定する

外部の対象との関係は、 内在的変化が伴わないような関係である。 これが関係

的な害のポイントである。 これらの害は積極的に不快ではない。 もちろん気づ

いたときには不快感を伴うことがある。 だがそれはこの害にとって付帯的であ

り、 内在的な変化がなくともそれに気づくことがなくとも被っていると言うこ

とのできる害である。

可能性の剥奪が関係的な害であることは、 例えば次のようなケー スを考えて

みるとよくわかる。 私は友人から飲み会に誘われていたが、 忙しいため参加を
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断ったとしよう。 その飲み会には、 私が魅力的だと感じ、 私のような男性を魅

力的だと感じるような互いにとって理想的な相手で、あるような女性が参加して

いたとしよう。 飲み会に参加していれば私にはその女性と仲良くなる可能性が

あった。 その後その女性と知り合うような機会は二度とないとしよう。 このよ

うな場合、 私にはなんら内在的な変化は生じていないが、 しかし私は害を被っ

ていると思われる。 誘ってくれた友人が後に「その女性と仲良くなる可能性が

あったのにJと言ったとすれば、 この害は友人にだけでなく私にも明らかにな

るだろう。 私はがっかりするだろうが、 しかしながら私はがっかりしたときに

初めて不幸になったわけで、はない。 私は自分の被っている害に気づ
、

く以前から

害を被っている。 というよりむしろ、 既に被っていた害に気づ
、

いたのである。

私には飲み会を断っていなければその女性と仲良くなっていた可能’性があった

が、 不参加を決めたことでその可能性は奪われたのである。 このようなケース

において、 私には内在的変化はないが、 私からはその女性と仲良くなる可能性

が奪われており、 私は剥奪による関係的な害を被っているのだ、 と説明するこ

とができる。

死によって可能性の剥奪の害を被ると思われるケースは次のようなものであ

る。 あるひとが結婚目前で死んでしまったとする。 彼には死ななければ幸せな

結婚をしていた可能性がある。 彼は死んでいるので当然この害に気づくことは

ない。 剥奪説はこのようなケースについて、 彼は死んだことによってその可能

性を奪われたという害を被っている、 と説明するのである。 彼は既に死んでい

るため内在的変化が伴っているはずもないが、 害を被っているのである。

剥奪説は以上のように、 そうでなければ得られていたであろう可能性によっ

て害を説明することができる。 つまり害の主体は、 得られていたであろう可能

性の剥奪という害を被るのである。 剥奪説はわれわれの日常的な害に関する直

観を説明すると思われる。 しかし生きている場合の剥奪の説明としてはよいの

だが、 死による剥奪の害の場合、 重要な相違点によって説明がうまくし、かない

ように思われる。 つまり、 死の害を剥奪の害によって説明しようとしても、 そ

の害を被る主体が存在しないのである。 実はネーゲ
、

ル本人もこの点には気づい

ているように思われる。 ネーゲ
、

ルは剥奪説を説明する際に「その過酷さにおい

て死に近い、 剥奪の一例j 10 として聡明な人物が脳に損傷を受け、 生後三ヶ月
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の赤ん坊のような精神状態に精神的退行をする、 という例を挙げている。 この

例は死の害のような剥奪の例としてどう理解すればよいのだろうか。 この例に

おいては主体は存在しており彼は自分の状態を嫌悪することがないだけで、 精

神退行したその存在している主体が害を被っているのだ、 というように理解す

るのが自然であろう。 これは女性と仲良くなる可能性の剥奪のケー スと同様に

は理解できる。 だが重要なのは、 主体がすでに存在していない場合の死の害の

説明にこの例がどう効いているのか、 という点である。 ネ ーゲ
、
ルはこの主体の

問題についてかなり微妙なことを述べている。 ネ ー ゲ
、
ルは「彼がまだ存在して

いると言えるのかどうかにさえ、 いくらか疑問があるJとし、 「聡明な大人はも

はや存在せずJ残されたそのような状態の彼をかつての彼とは言えず、 害を被

っている主体であると考えられているのはかつての彼である、と述べている 11
0

ネー ゲ
、
ルはこのように述べることで主体が既に存在していなくとも剥奪による

害を被る、 ということを例証しようとしている。 しかしこの例は、 害の主体の

存在を精神退行後の彼が存在していることに訴えて確保しているように思われ

る。 つまりこの例が説得的だと感じるときには、 害の主体が存在しているとい

う直観が暗黙のうちに得られているのである。 一方、 死の害については主体が

存在していると言えるような余地はない。

私は脳損傷の例は適切ではないと考える。 しかしながら死の害を関係的な害

と言うときのネー ゲ
、
ルの主張のポイントはおそらく 「人に起こりうる善や悪を、

特定の時点、において彼に帰される非関係的な諸性質に限定することは、 根拠の

ない独断にすぎないJ 12 という見解にある。 害の帰属の時点が特定できないと

いうネ ー ゲ
、
ルの時間に関する見解は検討する必要がある。 この検討は2.3節で

行う。

時間的に存在している存在者に特定の時点でなく害が帰属させられる、 とい

うネ ーゲ
、
ルの主張がどのように理解可能かに関しては後に戻ることにするが、

剥奪の害は死後に主体に帰属させられるという立場を明確に主張する論者にブ

ラッドリ ーがいる 13。 害の主体が存在しないという問題は、 剥奪の害の帰属時

間を明確にするとよりはっきりする。 ブラッドリ ーは次のような総合的な価値

評価によって剥奪の害を説明する。 事態pが成立している世界をw、 時点をt、

主体をsとして
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wにおける主体sにとっての時点 t における事態pの総合的価値

=(wにおける s にとっての時点 t の内在的価値〉から（pが成立していな

いwの最近接可能世界におけるsにとっての時点 t の内在的価値〉を引
いた価値 14。

死んでいる場合には身体も意識もないため、 時点の内在的価値はゼロであると

しよう。主体 s にとってある時点tに死が悪であるのは、 s が死んでいない（pが

成立していなし、）最近接可能世界における s にとってのその時点 t の内在的価

値がゼロよりも大きい場合である。 このような場合、 彼が死んでいるという事
態の総合的価値はマイナスになる。 剥奪と害とし、う言葉を用いて言い換えるな

らば、 彼は死んでいなければ得られていた内在的価値を剥奪されているという

害を被っている、 ということになる。

以上のように害を規定し可能性に存在論的合意を認めれば客観性も確保でき
る。剥奪説は害の説明に関しては非常に鮮やかなのである。だが結局のところ、

せっかく規定したその害が帰属させられる主体が存在していない、 としづ主体

の問題が解決できない。 死後に存在し続けるのはせいぜい可能的なひとの方で

あり、 死んだひとの方ではない。 しかも、 生き続ける可能的な彼はむしろ死な
なかったことでより高い総合的価値を持っている。

もちろんこの反論はすぐに思いつきそうな反論であり、 ブラッドリーも答え

ようとしている。 ブラッドリーによる応答は「害する（h訂m）」という語の用法

に関するものであり、次のようなものである。 「害する」は 「蹴るJなどの関係

とは異なり、 関係の成立のために関係の二項ともが存在している必要はない。

例えばチェルノブイリの爆発は既に存在していないが被害者は害を被ってい
る。 あるいは害と悪という語は区別して用いることができる。 悪いという語の

意味を、出来事がひとを害することなくそのひとにとって悪い（ bad）という言い

方を許すようなものとすれば、 上述の反論を避けることができ、次のように言
うことができる。 死は死者を害することはないが、 死は死者にとって悪なので
ある ISO

しかしながら私の見るところブラッドリーの応答は不十分である。 まず、 説
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明すべきなのは害を被る主体の方が存在していないとしづ場合の害であり、 害

を及ぼす対象の方が存在していない例を挙げるのは不適切であろう。 また、 害

と悪との用語上の区別をしたところで次のように再度問うことができるのであ

る。「害されているのではなく悪いのだ、それは認めよう、しかし、誰にとって？」

と。 やはり主体の問題の解決、 つまりは終鷲テーゼと整合的な説明をすること

が死の害の問題の要なのである。

上述したような形で可能性に訴える剥奪説では主体の問いに答えることがで

きないと私は考える。 剥奪説が陥るのは、 害を被るのは死後であるとすると、

害は明確に規定され害の問題は解決するが、 やはり終鷲テーゼによって主体の

問題に陥る、 というパタ ーンである。 だが剥奪説がうまくいかないと結論を下

すのは性急である。 剥奪説がわれわれの死者に対する語り方に即していること

は確かである。次節では、少なくとも剥奪説が説明するわれわれのその直観は、

死にまつわる生前の非関係的な害によって説明されるということを示そうと思

う。 また剥奪説を採りながら、 いつ死者が害を被るのかという時間の問いに対

して、 剥奪の害は人生の害あるいは人生の不幸なのであり時間の聞いはナンセ

ンスである、 と答える立場がある。 この立場を人生説と呼ぶことにするが、 害

を被るのは 「永久に」であると答えるフェルドマンも人生説に分類できる。 ま

たネー ゲ
、
ルも人生説を部分的に主張しているように見える。 次節では剥奪説の

別の解釈について見ることにし、 さらに2.3節で、人生説について検討する。

2.2 可能性の解釈

死の害を、 生きていれば得られていたはずの可能性が奪われる、 と説明する

のが剥奪説の特徴である。 前節では剥奪説は終駕テ ーゼによって受け入れるこ

とができないことを示した。 しかし剥奪説の直観自体は間違っていないと私は

考える。 というのは、 可能性によって特徴づけられ、 死と関係している、 剥奪

の害と密接に関わる害があることは確かだからである。 本節ではその害と剥奪

説の関係を手短に説明したい。 可能性が奪われるということを、 死ぬ前に起こ

る非関係的なものとして解釈する方法はこ通りあるように思われる。
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(a）願望と失望

例えば若くして死んでしまい野球選手になる可能性が奪われた、 と言われて

いるひとについて、 「野球選手になる可能性」として表現されるものは、 生前に

彼が持っていた願望であるとも考えることができる。 これこれの状態になりた

いという願望を持ち、 それが適わないと認識することで失望する、 あるいは失

望感を抱くという心理的な害を被ることはよくあることである。 死は願望を頓

挫させるものの一つで、ある。 死に関する失望の典型的なケー スは、 未来につい

て願望を持っているが自分の死が近いことを認識したケー スで、 例えば 「 孫の

顔を見ることができないJといった失望で、ある。 一方で死によって頓挫しない

願望があって、 自分が成し遂げることを望まない場合や成立を知ることを望ま

ない場合、 例えば「孫が無事に生まれてきてほししリ といった願望は、 願望の

成立前に死んでしまうと解っても失望は生じない 16
0

願望にも失望にも合理的であるかどうかといった評価の基準を設けることも

できるだろう。 そういった基準は例えば他人がどのくらいその願望や失望をま

じめに受け止めるべきかについての基準になる。だが、 基準の問題は別にして、

物理的には突拍子もない願望を持つことも、実際にはまだ望みがあるのに（例え

ばまだ
、
死なないのに）誤って失望してしまうことも、失望感という害をなすもの

としては排除されない。 願望とはあくまでも可能性があると思うことである。

例えば「死にたくなしリとしづ願望がある。われわれは死なないことはなく、

死にたくないとしづ願望は物理的存在者である限り不可能な願望である。 この
願望は全くもって合理的ではないが、しかし一般に認められるべき願望である。

また、 死にたくないとしづ願望の実現を享受しうる主体として考えることがで

きるのは、 消滅しないような主体だけであろう。 ネ ーゲ
、
ルは必ずしも明確では

ない彼の剥奪説の主張において、 明らかにこういった願望とそのような主体に

ついてのわれわれの感覚を念頭に置いている。 「外側から見れば、 人聞は明らか

に自然の寿命を持っており、 せいぜい百年ほどしか生きることができない。 こ

れに対して、 自分自身の体験に関して人聞が抱いている感覚には、 この自然的

限界としづ観念が備わっていないのである。j
17 

失望という害は、 あくまで生前に、 自然的限界なく存続する主体から死によ

って未来の可能性が奪われると本人が生前に思うことによって被るのである。
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注意すべきなのは、 この失望の害は正確に失望感に尽きるということである。

生前の失望感に付け加えて被る死後のさらなる害はない。 そのような可能性が

あるとあくまで生前に思うことに関しては、 剥奪説は機能する。

(b）能力の喪失

剥奪説とは死によって可能性が奪われるとしづ説明であるが、 死によって典

型的に奪われているのは身体能力などの物理的状態であり、 そのことによって

（正確には、 そのことが）可能性が奪われているとされている、 と考えることが

できる。 死によって身体は機能しなくなる。 例えば特定の優れた身体能力は、

ある状況の下で、のボールを速く投げる能力とか、 野球選手になる能力とかのこ

とであると考えることができる。 若くして死んだことでそのひとから奪われた

「野球選手になる可能性」と言われているものは能力であると考えることがで

き、 この能力の基盤を優れた身体能力等の物理的状態であると考えることがで

きるのであれば、 可能性の剥奪は、 物理的に損傷を受けるとしづ生前の物理的

な変化そのもののことであると説明することができる。 死について言えば、 死

によってそのような可能性の物理的基盤である身体は剥奪されるのである。

ただし注意すべきなのは、 この可能性は正確には主体から奪われるのではな

いという点である。 死はこの場合、 身体と身体能力が失われることにあり、 死

後も残る主体から奪われるのではない。可能性はあくまで生前において奪われ、

完全に失われる。 念のため強調しておくと、 可能性が失われた後に、 失われた

ことによるさらなる害を被っていると考えることもできない。それはもちろん、

主体がなし、からである。

以上、剥奪説によって奪われるとされる可能性について二つの解釈を述べた。

この二つの解釈のどちらにおいても死者が死後に害を被るという解釈をする必

要がない。 害は生前に被られるものとして説明され、 主体の問題は生じない。

この二つの害は、 死に関する害である点と可能性によって説明がなされる点に

おいて、 剥奪の害と特徴を共有している。

だが、 生前に被り尽くされるようなこれらの害をネーゲ
、

ルはそもそも問題に

していないだろう。 ネーゲ
、

ルが剥奪説によって説明を試みているのは、 主体が
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（もはや）存在していないときにしかし依然としてその主体が被ると思われる害

である。 その説明のためにネー ゲ
、
ルは害を可能性によって特徴づ

、
けたので、あっ

た。 だがこれがうまくし、かないことは既に示した。 私の見解はこうである。 剥

奪説が死の害の説明のために訴えた可能性は、 失望と能力の喪失という形でそ

れぞれ心的、 物理的に生前の主体が被る害を説明する。 しかしながら死によっ

て起こる死後の害を説明することはない。

最後に次節で、 死の害はあくまで死んだ本人が死後と生前にではなく被ると

する人生説について検討する。

2.3 人生説

害の問題を剥奪説によって解決しようとする場合、 死は存在しなくなること

であるという終駕テ ーゼによって主体の問題が解決されないとし、う事態に陥っ

てしまうが、 剥奪の害を生前に被る害であると解釈する方法が二つあることは

前節で述べた。 しかし死の害はあくまで死んだ本人が生前にでなく被る、 と言

いたい直観を説明するために 「人生Jや 「人生全体jが被るのである、 という

見解を採る立場がある。 人生のようなものを考えることで時間の問題を解決す

る、 あるいは解消しようとする立場が人生説である。

既に少し触れたが、 直接的な 「人生」 による説明は次のようになる。 剥奪の

害や不幸が主体に帰属させられる時間を問うのは、「人生全体としての不幸を経

験や状態としての不幸と混同するJためである。 人生全体の不幸は 「ある期間

を全体として見て初めて、 不幸かどうか問うことが意味をなすようなものであ

る」18。 つまり、若くして死んだ
、
彼が不幸だ

、
ったのは彼の人生全体であり、剥奪

の害や不幸は人生が終わった特定の時点に決定されるものであるというだけ

で、 死後や生前の特定の時点に被るものであるわけではない、 ということであ

る。

「人生」に明確に言及しているわけではないが、ネー ゲ
、
ルとフェルドマンの剥

奪の害の帰属時間に関する奇妙な立場は、 人生説を採っていると考えることで

理解することができる。 比較的明瞭なフェルドマンの主張は、 一つの時点にお

いて内在的価値を比較していたブラッドリ ーとは異なり、 死んでしまった現実

世界の価値と生き続ける可能世界の価値を比較する、 というものである。 この
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見解を人生説とすることが正しいと言えるかどうかは必ずしも明確ではない

が、 フェルドマンは自身の説を人生と人生の比較であるとは認めている 19
0 ネ

ー ゲ
、
ルについてはさらに不明確ではあるのだが、24歳で死んだジョン ・ キー ツ

の人生と82歳で死んだレフ ・ トルストイの人生を比較し、短命であるキー ツの

損失の方が甚大であると判断されるようなケースを剥奪の害の典型的な例と考

えている。 そして彼らは剥奪の害を被る時点に関して、 フェルドマンは永久で

あるという見解、 ネー ゲ
、
／レは特定の時点で、はないとしづ見解をそれぞれ主張す

る。 どちらも時間的に存在するような存在者について自然な仕方で言及できる

ような時点ではないが、 人生全体が害を被る時間についての説明ということで

あれば理解できると思われる 20
0

このような「人生j は生きている間の不幸について語る際にも用いられてい

る。 様々な苦痛や苦労があるとき、 後にそれらを振り返り、 それぞれの時点で

の不幸にさらに加えて「彼の人生は不幸だ」と人生に不幸を帰属させるという

語り方がなされる。 そのときには人生は当然のこととして本人であると考えら

れている。

しかしながら、 やはりこの見解も終鷲テーゼに反しているのである。 このよ

うな人生と本人とを何らかの仕方で同一視するという考えは、 終駕テ ーゼのよ

うな死についての厳しい前提のもとでは維持することはできない。 第一に、 人

生とは本人が死んだ後にも存在し続けて害を被ると考えられている存在者であ

り、 死なないような存在者である。 だが、 他方の本人は、 死ぬような存在者で

ある。 死の害のパラドクスの解決のために死なないような存在者を持ち出すべ

きではない。

第二に、 仮に人生説によって時間の問題が解消することを認めたとしても、

終鷲テ ーゼに基づいた私の問し、はさらに続く。 「死の害は人生全体の不幸であ

る、 人生を全体として考えて初めて意味を持つ害で、ある、 それは認めよう。 で

はその人生全体の不幸は誰が被っているのか？Jと。 本人は存在していない。

不幸で、あった人生を送ったとわれわれに同情されているのは誰なのか。 この間

いに対しては「害を被るのは人生である」とは答えられないだろう。 人生説で

は害の問題が解決し、 時間の問題が解消し、 しかしながら主体の問題が解決さ

れないのである。
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とはいえ一方で私は人生説、 というよりも本人などの存在している対象では

ないような、 つまり、 非存在の対象に訴えて死の害の直観を説明するという方

針にも正しいと言える側面があると考える。 死者の被る害についての直観の一

部は、 もっと直接的な対象にコミットする直観なのである。 このような直観が

もっと鮮明になるのは、 例えば死者に対して「追悼する」とか「尊敬するjと

かといったことを行うときである。死んでしまったひとはもう存在していない。

ではいったいあなたは誰を追悼しているのだろうか。 誰を尊敬しているのだろ

うか。 終駕テーゼを維持したまま対象への直観を説明するには、 非存在対象に

訴えるという方法がある。 非存在対象は、 テレンス ・ パー ソンズらの発展させ

たマイノング的な対象についての理論を用いて扱うことができる。 このような

死者へのアブ
p

ローチは、 おおざっぱに言えば、 死者は存在はしていないが対象

としてはあり、生きて存在しているひとの様々な行為の対象ではありうるのだ、

という説明になるだろう。 例えばわれわれはシャ ーロック ・ ホ ー ムズなどの虚

構的対象や黄金の山や誠実なひとなどの存在していない対象に対してかなりの

ことを行っているのであるが、 しかしそのことから虚構的対象がなんらかの本

当の変化を被っているとは考えないだろう。 死の害の議論においてこの方針を

採る論者にはユアグローがいる 21。 だがこのアプローチは本稿の議論とは大き

く趣を異にするアプローチなので、 これに関して論じるのは稿を改めたい。 と

もかくもここまで、の議論で一つの見解は示され、 本稿の目的は達せられたと考

える。

結論

本稿では死の害の説明として有効であるとされる剥奪説の批判を試みた。 可

能性によって特徴づけられる剥奪説の直観は、 生前における害の直観を説明す

るものであって、 死者が死によって被る害の説明としてはうまく機能しないこ

とを示した。 終駕テーゼは強力で、あり、 そのもとでは死者が死の害を被るとい

うことを主張する余地はない、 というのが本稿の結論である。 害を被っている

ような死者は存在しない。 くれぐれも、 死んでしまってなお死者に害を被らせ

続けることは悪趣味だろう、 といった一言を付け加えることは控えなければな
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らない。 そのような配慮、 を受けるべき死者は存在しないのである。
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